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Ⅶ アレルギー用薬（鼻炎用内服薬を含む） 

１）アレルギーの症状、薬が症状を抑える仕組み 

アレルギー（過敏反応）を生じる仕組み等に関する出題については、第１章 Ⅱ－１）（副作用）

を参照して作成のこと。どのような物質がアレルゲン（抗原）となってアレルギーを生じるかは、

人によって異なり、複数の物質がアレルゲンとなることもある。主なものとしては、小麦、卵、

乳、そば、落花生等の食品、ハウスダスト（室内塵
じん

i）、家庭用品が含有する化学物質や金属等が

知られており、スギやヒノキ、ブタクサ等の花粉のように季節性iiのものもある。 

アレルゲンが皮膚や粘膜から体内に入り込むと、その物質を特異的に認識した免疫グロブリン

（抗体）によって肥満細胞iiiが刺激され、細胞間の刺激の伝達を担う生理活性物質であるヒスタミ

ンやプロスタグランジン等の物質が遊離する。肥満細胞から遊離したヒスタミンは、周囲の器官

や組織の表面に分布する特定の蛋
たん

白質（受容体）と反応することで、血管拡張（血管の容積が拡

張する）、血管透過性亢
こう

進（血漿
しょう

蛋
たん

白質が組織中に漏出する）等の作用を示す。 

なお、蕁
じん

麻疹
しん

についてはアレルゲンとの接触以外に、皮膚への物理的な刺激等によってヒスタ

ミンが肥満細胞から遊離して生じるもの（寒冷蕁
じん

麻疹
しん

、日光蕁
じん

麻疹
しん

、心因性蕁
じん

麻疹
しん

など）も知ら

れている。また、食品（特に、サバなどの生魚）が傷むとヒスタミンに類似した物質（ヒスタミ

ン様物質）が生成することがあり、そうした食品を摂取することによって生じる蕁
じん

麻疹
しん

もある。 

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎及び副鼻腔炎に関する出題については、Ⅷ（鼻に用いる薬）を参

照して作成のこと。 

アレルギー用薬は、蕁
じん

麻疹
しん

や湿疹
しん

、かぶれ及びそれらに伴う皮膚の痒
かゆ

み又は鼻炎に用いられる

内服薬の総称で、ヒスタミンの働きを抑える作用を示す成分（抗ヒスタミン成分）を主体として

配合されている。また、抗ヒスタミン成分に、急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による

諸症状の緩和を目的として、鼻粘膜の充血や腫
は

れを和らげる成分（アドレナリン作動成分）や鼻

汁分泌やくしゃみを抑える成分（抗コリン成分）等を組み合わせて配合されたものを鼻炎用内服

薬という。 

 

２）代表的な配合成分等、主な副作用 

(a)  抗ヒスタミン成分 

肥満細胞から遊離したヒスタミンが受容体と反応するのを妨げることにより、ヒスタミン

の働きを抑える作用を示す成分（抗ヒスタミン成分）として、マレイン酸クロルフェニラミ

ン、マレイン酸カルビノキサミン、フマル酸クレマスチン、塩酸ジフェンヒドラミン、メキ

                                                   
i 塵

じん

埃
あい

、動物の皮屑
せつ

（フケ）、屋内塵
じん

性ダニの糞や死骸
がい

等が混じったもの 
ii スギ、ヒノキ等の樹木は春が中心であるが、カモガヤ等のイネ科の草本では初夏に、ブタクサやヨモギ等のキク科の草本では

真夏から秋口に花粉が飛散する。 

iii マスト細胞ともいい、身体中の血管周囲、特に皮膚・皮下組織、肺、消化管、肝臓に存在しており、免疫機構の一端を担う。 

なお、肥満細胞の名称は、ヒスタミンやプロスタグランジン等の生理活性物質を細胞内に貯蔵するために細胞自体が大きくな

ることから付いたものであり、肥満症との関連性はない。 
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タジン、塩酸ジフェニルピラリン、テオクル酸ジフェニルピラリン、塩酸トリプロリジン等

が用いられる。 

メキタジンについては、まれに重篤な副作用としてショック（アナフィラキシー）、肝機能

障害、血小板減尐を生じることがある。 

内服薬として摂取された抗ヒスタミン成分は、吸収されて循環血流に入り全身的に作用す

る。例えば、ヒスタミンは、脳の下部にある睡眠・覚醒
せい

に大きく関与する部位において覚醒

の維持・調節を行う働きを担っているが、抗ヒスタミン成分によりヒスタミンの働きが抑え

られると眠気が促される（Ⅰ－３（眠気を促す薬）参照。）。重大な事故につながるおそれが

あるため、抗ヒスタミン成分が配合された内服薬を服用した後は、乗物又は機械類の運転操

作を避けることとされている。 

塩酸ジフェンヒドラミン、サリチル酸ジフェンヒドラミン、ジメンヒドリナート等のジフ

ェンヒドラミンを含む成分については、吸収されたジフェンヒドラミンの一部が乳汁に移行

して乳児に昏睡を生じるおそれがあるため、母乳を与える女性は使用を避けるか、使用する

場合には授乳を避ける必要がある。 

抗ヒスタミン成分は、ヒスタミンの働きを抑える作用以外に抗コリン作用も示すため、排

尿困難や口渇、便秘等の副作用が現れることがある。排尿困難の症状がある人、緑内障の診

断を受けた人では、症状の悪化を招くおそれがあり、使用する前にその適否につき、治療を

行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に相談がなされることが望ましい。 

(b)  抗炎症成分 

皮膚や鼻粘膜の炎症を和らげることを目的として、グリチルリチン酸二カリウム、グリチ

ルリチン酸、グリチルリチン酸モノアンモニウム、塩化リゾチーム、ブロメライン、トラネ

キサム酸等が配合されている場合がある。グリチルリチン酸を含む生薬成分として、カンゾ

ウが用いられることもある。 

これらの成分の働き、副作用等に関する出題については、Ⅰ－１（かぜ薬）又はⅡ－１（咳
せき

止め・痰
たん

を出しやすくする薬）を参照して問題作成のこと。 

(c)  アドレナリン作動成分 

鼻炎用内服薬では、交感神経系を刺激して鼻粘膜の血管を収縮させることによって鼻粘膜

の充血や腫
は

れを和らげることを目的として、塩酸プソイドエフェドリン、塩酸フェニレフリ

ン、塩酸メチルエフェドリン等のアドレナリン作動成分が配合されている場合がある。塩酸

メチルエフェドリンについては、血管収縮作用により痒
かゆ

みを鎮める効果を期待して、アレル

ギー用薬でも用いられることがある。 

内服薬として摂取されたアドレナリン作動成分は、吸収されて循環血流に入り全身的に作

用する。塩酸プソイドエフェドリン以外のアドレナリン作動成分における留意点等に関する

出題については、Ⅱ－１（咳
せき

止め・痰
たん

を出しやすくする薬）を参照して作成のこと。 
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塩酸プソイドエフェドリンについては、他のアドレナリン作動成分に比べて中枢神経系に

対する作用が強く、副作用として不眠や神経過敏が現れることがある。また、交感神経系に

対する刺激作用によって心臓血管系や肝臓でのエネルギー代謝等への影響も生じやすく、心

臓病、高血圧、糖尿病又は甲状腺
せん

機能障害の診断を受けた人、前立腺肥大による排尿困難の

症状がある人では、症状を悪化させるおそれがあり、使用を避ける必要がある。自律神経系

を介した副作用として、めまいや頭痛、排尿困難が現れることがある。 

パーキンソン病の治療のため医療機関で塩酸セレギリン等のモノアミン酸化酵素iv阻害剤

が処方されて治療を受けている人が、塩酸プソイドエフェドリンが配合された鼻炎用内服薬

を使用した場合、体内でのプソイドエフェドリンの代謝が妨げられて、副作用が現れやすく

なるおそれが高く、使用を避ける必要がある。一般用医薬品の販売に従事する専門家におい

ては、塩酸プソイドエフェドリンが配合された鼻炎用内服薬の購入者等に対して、その医薬

品を使用しようとする人がモノアミン酸化酵素阻害剤で治療を受けている可能性がある場合

には、治療を行っている医師又は処方薬の調剤を行った薬剤師に事前に確認するよう説明が

なされることが重要である。 

なお、塩酸プソイドエフェドリン、塩酸メチルエフェドリンについては、依存性がある成

分であり、長期間に渡って連用された場合、薬物依存につながるおそれがある。医薬品を本

来の目的以外の意図で使用する不適正な使用、又はその疑いがある場合における対応に関す

る出題については、第１章 Ⅱ－２）（不適正な使用と有害事象）を参照して作成のこと。 

(d)  抗コリン成分 

鼻炎用内服薬では、鼻腔
くう

内の粘液分泌腺
せん

からの粘液の分泌を抑えるとともに、鼻腔
くう

内の刺

激を伝達する副交感神経系の働きを抑えることによって、鼻汁分泌やくしゃみを抑えること

を目的として、ベラドンナ総アルカロイド、ヨウ化イソプロパミド等の抗コリン成分が配合

されている場合がある。 

ベラドンナは、別名セイヨウハシリドコロとも呼ばれるナス科の草本で、その根茎や根に、

副交感神経系の働きを抑える作用を示すアルカロイドを豊富に含む。 

抗コリン成分に共通する留意点等に関する出題については、Ⅲ－３（胃腸鎮痛鎮痙
けい

薬）を

参照して作成のこと。 

(e)  ビタミン成分 

皮膚や粘膜の健康維持・回復に重要なビタミンを補給することを目的として、ビタミンＢ6

（リン酸ピリドキサール、塩酸ピリドキシン）、ビタミンＢ2（リン酸リボフラビンナトリウ

ム等）、ビタミンＢ5（パンテノール、パンテトン酸カルシウム等）、ビタミンＣ（アスコルビ

ン酸等）、ニコチン酸アミド等が配合されている場合がある。 

 

                                                   
iv 生体物質であるアドレナリンや医薬品として摂取されたプソイドエフェドリンなどの物質の代謝に関与する酵素 
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(f)  生薬成分 

① シンイ 

モクレン科のコブシ、タムシバ、ハクモクレン等の花の蕾
つぼみ

を用いた生薬で、鎮静、鎮痛、

抗炎症等の作用を有するとされ、鼻閉（鼻づまり）や喉
のど

の腫
は

れへの効果を期待して用いら

れる。 

② サイシン 

ウマノスズクサ科のウスバサイシン又はケイリンサイシンの根及び根茎を用いた生薬で、

鎮痛、鎮咳、利尿等の作用を有するとされ、鼻閉への効果を期待して用いられる。 

③ ケイガイ 

シソ科のケイガイの花穂を用いた生薬で、発汗、解熱、鎮痛等の作用を有するとされ、

鼻閉への効果を期待して用いられる。 

 

 漢方処方製剤 

漢方の考え方に基づくと、生体に備わっている自然治癒
ゆ

の働きに不調を生じるのは、体内にお

ける様々な循環がバランスよく行われないことによるとされている。漢方処方製剤ではアレルギ

ーそのものを対象とするものはなく、使用する人の体質と症状にあわせて漢方処方が選択される

ことが重要である。皮膚の症状を主とする人に適すとされるものとして、十味
じゅうみ

敗毒
はいどく

湯
とう

、消
しょう

風
ふう

散
さん

、

当帰
と う き

飲
いん

子
し

等が、鼻の症状を主とする人に適すとされるものとして、葛根
かっこん

湯
とう

加
か

川芎
せんきゅう

辛夷
し ん い

、荊芥
けいがい

連翹
れんぎょう

湯
とう

、辛夷
し ん い

清
せい

肺
はい

湯
とう

等がある。 

これらのうち辛夷
し ん い

清
せい

肺
はい

湯
とう

を除き、いずれも構成生薬としてカンゾウを含む。また、葛根
かっこん

湯
とう

加
か

川芎
せんきゅう

辛夷
し ん い

は、構成生薬としてマオウを含む。構成生薬にカンゾウ又はマオウを含む漢方処方製剤に共

通する留意点に関する出題については、Ⅱ－１（咳
せき

止め・痰
たん

を出しやすくする薬）を参照して作

成のこと。 

また、いずれも比較的長期間（１ヶ月位）服用されることがあり、その場合に共通する留意点

に関する出題については、ⅩⅣ－１（漢方処方製剤）を参照して問題作成のこと。 

(a)  十味
じゅうみ

敗毒
はいどく

湯
とう

 

化膿
のう

性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、蕁
じん

麻疹
しん

、急性湿疹
しん

、水虫に適すとされるが、体の

虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）、胃腸が弱い人では不向きとされる。 

短期間の使用に限られるものではないが、化膿
のう

性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、急性湿疹
しん

に用いる場合は、漫然と長期の使用は避け、１週間位使用して症状の改善がみられないとき

は、いったん使用を中止して専門家に相談がなされることが望ましい。 

(b)  消
しょう

風
ふう

散
さん

 

分泌物が多い慢性湿疹
しん

に適すとされるが、体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い
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人）、胃腸が弱く下痢をしやすい人では、胃部不快感、腹痛等の副作用が現れやすい等、不向

きとされる。 

(c)  当帰
と う き

飲
いん

子
し

 

冷え症の人における、分泌物が尐ない慢性湿疹
しん

、痒
かゆ

みの症状に適すとされるが、胃腸が弱

く下痢をしやすい人では、胃部不快感、腹痛等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。 

(d)  葛根
かっこん

湯
とう

加
か

川芎
せんきゅう

辛夷
し ん い

 

鼻づまり（鼻閉）、蓄膿
のう

症、慢性鼻炎に適すとされるが、体の虚弱な人（体力の衰えている

人、体の弱い人）、胃腸が弱い人、発汗傾向の著しい人では、悪心
お し ん

、胃部不快感等の副作用が

現れやすい等、不向きとされる。 

(e)  荊芥
けいがい

連翹
れんぎょう

湯
とう

 

蓄膿
のう

症、慢性鼻炎、慢性扁
へん

桃炎、にきびに適すとされるが、胃腸の弱い人では、胃部不快

感等の副作用が現れやすい等、不向きとされる。まれに重篤な副作用として肝機能障害を生

じることが知られている。 

(f)  辛夷
し ん い

清
せい

肺
はい

湯
とう

 

鼻づまり（鼻閉）、慢性鼻炎、蓄膿
のう

症に適すとされるが、体の虚弱な人（体力の衰えている

人、体の弱い人）、胃腸虚弱で冷え症の人では、胃部不快感等の副作用が現れやすいなど、不

向きとされている。まれに重篤な副作用として肝機能障害、間質性肺炎を生じることが知ら

れている。 

 

３）相互作用、受診勧奨 

【相互作用】 一般用医薬品のアレルギー用薬（鼻炎用内服薬を含む。）は、複数の有効成分が配

合されている場合が多く、他のアレルギー用薬（鼻炎用内服薬を含む。）、抗ヒスタミン成分、

アドレナリン作動成分又は抗コリン成分が配合された医薬品（かぜ薬、睡眠補助薬、乗物酔い

防止薬、鎮咳
がい

去痰
たん

薬、口腔
くう

咽
いん

喉
こう

薬、胃腸鎮痛鎮痙
けい

薬等）などが併用された場合、同じ成分又は

同種の作用を有する成分が重複摂取となり、効き目が強すぎたり、副作用が起こりやすくなる

おそれがある。一般の生活者においては、「鼻炎の薬」と「蕁
じん

麻疹
しん

の薬」等は影響し合わないと

の誤った認識がなされることも考えられるので、医薬品の販売等に従事する専門家において適

宜注意を促していくことが重要である。 

また、アレルギー用薬（鼻炎用内服薬を含む。）と鼻炎用点鼻薬（Ⅷ（鼻に用いる薬）参照。）

のように、内服薬と外用薬でも同じ成分又は同種の作用を有する成分が重複することもあり、

それらは相互に影響し合わないとの誤った認識に基づいて、併用されることのないよう注意が

必要である。 

漢方処方製剤、生薬成分が配合された医薬品における相互作用に関する一般的な事項につい

ては、ⅩⅣ（漢方処方製剤・生薬製剤）を参照して問題作成のこと。 
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【受診勧奨】 蕁
じん

麻疹
しん

や鼻炎等のアレルギー症状に対する医薬品の使用は、基本的に対症療法で

ある。一般用医薬品のアレルギー用薬（鼻炎用内服薬を含む。）は、一時的な症状の緩和に用い

られるものであり、長期の連用は避け、５～６日間使用しても症状の改善がみられない場合に

は、医師の診療を受けることが望ましい。 

アレルギー症状を軽減するには、日常生活におけるアレルゲンの除去・回避といった根源的

な対応が図られることが重要であり、何がアレルゲンとなって症状が生じているのかが見極め

られることが重要である。アレルゲンを厳密に特定するには医療機関における検査を必要とし、

その上で、アレルゲンに対して徐々に体を慣らしていく治療法（減感作療法v）等もある。 

皮膚症状が治まると喘
ぜん

息が現れるというように、種々のアレルギー症状が連鎖的に現れるこ

とがある。このような場合、一般用医薬品によって一時的な対処を図るよりも、医療機関で総

合的な診療を受けた方がよい。 

なお、アレルギー症状が現れる前から予防的に一般用医薬品のアレルギー用薬（鼻炎用内服

薬を含む。）を使用することは適当でない。アレルギー症状に対する医薬品の予防的使用は、医

師の診断や指導の下で行われる必要がある。 

また、一般用医薬品（漢方処方製剤を含む。）では、アトピー性皮膚炎vi等による慢性湿疹
しん

、痒
かゆ

み等の症状に用いることを目的とするものはない。アトピー性皮膚炎に関する受診勧奨につい

ては、Ⅹ（皮膚に用いる薬）も参照して問題作成のこと。 

皮膚感染症（たむし、疥
かい

癬
せん

vii等）により、湿疹
しん

やかぶれ等に似た症状が現れることがある。

その場合、アレルギー用薬によって一時的に痒
かゆ

み等の緩和を図ることは適当でなく、皮膚感染

症そのものに対する対処を優先する必要がある。 

医薬品が原因となってアレルギー症状を生じることもあり、使用中に症状が悪化・拡大した

ような場合には、医薬品の副作用である可能性を考慮し、その医薬品の服用を中止して、医療

機関を受診することが望ましい。特に、アレルギー用薬の場合、一般の生活者では、使用目的

となる症状（蕁
じん

麻疹
しん

等）と副作用の症状（皮膚の発疹
しん

・発赤等の薬疹
しん

）が見分けにくいことが

あり、医薬品の販売等に従事する専門家において適宜注意を促していくことが重要である。 

鼻炎症状はかぜの随伴症状として現れることも多いが、高熱を伴っている場合には、かぜ以

外のウイルス感染症やその他の重大な病気である可能性があり、医療機関を受診することが望

ましい。 

 

                                                   
v 減感作療法については医師の指導の下に行われるべきものであり、一般の生活者が自己判断によりアレルギーの治療目的でア

レルゲンを含む食品を摂取して行うことは、症状の悪化や重篤なアレルギー症状（血圧低下、呼吸困難、意識障害等）を引き

起こすおそれがあり、避ける必要がある。 
vi 増悪と寛解を繰り返しながら慢性に経過する湿疹

しん

で、多くの場合、気管支喘
ぜん

息、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎等

の病歴又は家族歴がある。 

vii ヒゼンダニというダニの一種が皮膚に感染することによって起こる皮膚疾患で、激しい痒
かゆ

みを伴う皮疹
しん

を生じる。 


